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【年通号数】公開・登録公報2015-074
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【国際特許分類】
   Ｂ０７Ｃ   5/36     (2006.01)
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【ＦＩ】
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   Ｂ６５Ｇ   47/40     　　　　
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【手続補正書】
【提出日】平成28年11月7日(2016.11.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　物品搬送器であって、コンベヤーに対する接続のために構成された設置部と、該設置部
に対して回転可能に接続され且つ前記設置部に対して第１の回転軸線周りに回転可能な接
続部材と、該接続部材に対して回転可能に接続され且つ前記接続部材に対して第２の回転
軸線周りに回転可能な搬送部と、を具備し、前記第１の回転軸線は、前記第２の回転軸線
から離され、且つ、解放可能に拘束可能な搬送器支持手段が、拘束状態にあるときに搬送
ポジションで前記搬送部を支持し且つ拘束解除状態にあるときに前記搬送部の放出ポジシ
ョンへの回転を可能とするように構成された、物品搬送器。
【請求項２】
　前記第１の回転軸線及び前記第２の回転軸線が、当該物品搬送器の使用時の移動方向に
対して略平行である、請求項１に記載の物品搬送器。
【請求項３】
　前記搬送部は、前記解放可能に拘束可能な搬送器支持手段が拘束状態にあるときに前記
接続部材に対する前記搬送部の回転を制限するように構成された回転制限部を具備する、
請求項１又は請求項２に記載の物品搬送器。
【請求項４】
　前記回転制限部が前記接続部材に支承する、請求項３に記載の物品搬送器。
【請求項５】
　前記搬送部は、前記解放可能に拘束可能な搬送器支持手段が前記拘束解除状態にあると
きに前記回転制限部が前記接続部材に支承しない計量ポジションへと移動可能である、請
求項１から請求項４のいずれか一項に記載の物品搬送器。
【請求項６】
　前記解放可能に拘束可能な搬送器支持手段が、オーバーセンター連結部を具備する、請
求項１から請求項５のいずれか一項に記載の物品搬送器。
【請求項７】
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　前記オーバーセンター連結部が、前記設置部に対して回転可能に接続された、請求項６
に記載の物品搬送器。
【請求項８】
　前記オーバーセンター連結部が、前記接続部材に対して回転可能に接続された、請求項
６又は請求項７に記載の物品搬送器。
【請求項９】
　前記オーバーセンター連結部と前記接続部材との間の接続部が前記第２の回転軸線と同
一線上にある、請求項８に記載の物品搬送器。
【請求項１０】
　前記オーバーセンター連結部が、前記設置部に対して接続された第１の部分と、前記接
続部材に対して接続された第２の部分と、を具備し、前記第１の部分及び前記第２の部分
が、回転可能に接続された、請求項６に記載の物品搬送器。
【請求項１１】
　前記オーバーセンター連結部の前記第１の部分が、前記オーバーセンター連結部を拘束
解除ポジションへと移動させるためのトリガー部を具備する、請求項１０に記載の物品搬
送器。
【請求項１２】
　当該物品搬送器が複数の搬送部を有する、請求項１から請求項１１のいずれか一項に記
載の物品搬送器。
【請求項１３】
　当該物品搬送器が、前記設置部の中心平面の両側において少なくとも１つの搬送部を具
備する、請求項１から請求項１２のいずれか一項に記載の物品搬送器。
【請求項１４】
　当該物品搬送器が少なくとも１つの対称平面を有する、請求項１から請求項１３のいず
れか一項に記載の物品搬送器。
【請求項１５】
　当該物品搬送器が２つの対称平面を有する、請求項１４に記載の物品搬送器。
【請求項１６】
　請求項１から請求項１５のいずれか一項に記載の物品搬送器を複数具備する分類装置。
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